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◇ お知らせ ◇

１１月１９日（木） １０時～

人権学習会：『子どもの人権について』

講師：森 星児さん

昨年まで大田高等学校の先生として勤務され、フラ

ワーパーク活動などにも参加していただいていまし

たが、今年度から松江の人権同和教育課に異動され

子どもの人権教育に広く携わっておられます。

“子どもを守る地域、子育てを支える地域”である

ための学びの時間にしていただきたいと思います。

ぜひご参加ください。

１０月１２日、大和小２年生が栗拾いをしました‼

今年は例年のように地域の方と交流をすることができませんでしたが、

ダンスの発表で元気な姿を見てもらい、ひとときの楽しい時間を過ごしました。

栗拾いではイガ栗から栗を出す方法を教えてもらい、みんな夢中になって拾ってい

ました。

その後、水神の社まで歩いて行き、館長から“水神様のいわれ”の話を聞きました。

子どもたちの感想は、「トゲが痛かったけどいっぱい取れて楽しかった」「栗の取り方

や旬を教えてもらい、たくさん栗のことを知れた」という感想がありました。

地域の方も「久しぶりに子どもたちの可愛らしい姿を見ることができて癒された」と

喜んでおられました。

栗拾いや周辺散策を通して、地域のことを知る機会になったのではないかと思いま

す。

❤ プチっと 人権講座 ❤自死という表現について
～芸能人の『自殺』報道から～

最近は芸能人の「自殺」と思われる死亡事件が続いています。
ほとんどのテレビ、新聞において、「自殺」という表現であふれていま

す。
皆さんは「自殺」という言葉を聞かれてどのように感じておられるでしょ

うか。
自死遺族の方も複雑な思いをされているのではないでしょうか。
ご存じの方も多いかと思いますが、最近は「自殺」という表現をせずに

「自死」と表現する場合もあります。
島根県においても公文書は遺族の方の「自殺」という用語の持つイ

メージがつらいという感情に配慮して「自殺」という言葉を「自死」という
表現に置き換えています。美郷町も島根県と同様な対応をしています。
（なお、国などの文書や法律用語等では、従来の通り「自殺』の用語が
用いられる場合もあります。）

自死遺族で組織されている「全国自死遺族連絡会」は「自殺」という言
葉が「命を粗末にした」「勝手に死んだ」といった誤解や偏見を与えてお
り、追い込まれて自ら命を絶つしかなかったという意味の「自死」に言い
換える取組をしています。

自死を事故死や病死と同じように語れるようにすることで、個人的な
問題ではなく、社会問題として広く受け入れられるようになることを望ん
でいます。

遺族の思いとしては「身内の死を悪いことであるかのように言われ、責
められるのはたまらない」ということでしょう。

しかし、最近の報道をみるようにまだまだ、「自死」という用語は一般に
は定着していません。

「自殺」という言葉を聞いた時、私たちは前述したような遺族の方の思
いに馳せ、「自死」という言葉を会話において使用することも大事かと思
います。

それと同時に「追い込まれて自ら命を絶つ人が現れないような地域」を
作る、お互いを気にかけ相談しやすい関係づくりをすることも重要かと
思います。

≪ 相談事業 ≫ 隣保館はいろいろな相談をお受けしています。

内容は、パソコンの操作方法から申請書などの書き方、日常生活で困っている事や就労

のことなど幅広く扱っています。難しい問題でも、各関係機関との連携を取りつつ、解決に

向けて寄り添います。知りたいことやどこに相談していいかわからないことなど、お気軽にご

相談ください。

※ハローワークより求人情報が毎月隣保館に送られてきます。※

求職されている方や最新情報が知りたい方は、隣保館までご連絡ください。

❀フラワーパーク秋の花植え❀ １０月２７日（火）

大和小５、６年生がフラワーパークで花植えをします。

５年生は初めてのフラワーパーク活動になります。

どんなデザイン、どんな花壇になるのでしょうか？

当日参加できる方は隣保館にお声掛けしていただければ

喜びます‼

※ １１月の予定 ※
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、教室終了後は、

備え付けのアルコールにて、机や椅子等の消毒をしていた

だきますようよろしくお願いします。

５日（木） 神楽面作り教室

１０日（火） ニコニコ健康教室

１１日（水） 絵手紙ボランティア

１２日（木） 喜楽会

１６日（月） あみものクラブ

１８日（水） ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室

高梨ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室

１９日（木） 人権学習会：１０時～

２１日（土） 習字教室

２４日(火) ニコニコ健康教室

２６日（木） 森林教室

２７日（金） 切り絵教室

一人ひとりの人権を守りましょう！！

※本人通知制度について※

市町村が、住民票の写しや戸籍抄本などを代理人や第三者に

交付した場合に希望する本人（事前に登録が必要）に交付し

たことをお知らせする制度

目的

・不正請求、不正取得の防止

・不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を

抑止する効果

不正取得を防ぎ、身元調査が行われない社会づくりを

めざしましょう！！

※詳しくは隣保館または住民課までご連絡ください。


